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福祉用具貸与（レンタル） 

概 要 

日常生活動作を行うなかで動作に困難さがある場合、状態に必要

な福祉用具を借りることができます。借りられる福祉用具は介護の

級によって異なります。 

利用対象者 要支援または要介護の認定を受けた人 

認定の級と 

用 具 一 覧 

認定の級に応じてレンタルできる福祉用具が決まっています。 

 

 
要支援１～２ 

要介護１ 

○手すり（工事をともなわないもの） 

○スロープ（工事をともなわないもの）

○歩行器  ○歩行補助杖 

要介護２～３ 

●車いす      ●車いす付属品 

●特殊寝台    ●特殊寝台付属品 

●床ずれ防止用具 ●体位変換器 

●認知症老人徘徊感知機器 

●移動用リフト（つり具の部分を除く）

要介護４～５ ◎自動排泄処理装置 

※状態によってはこの限りではありませんが、特別な許可が必要に

なります。担当のケアマネジャーにご相談ください。 

 

 

福祉用具の貸与（レンタル）は、町外の業者を利用する場合もあります。

希望をお伺いするなかで希望業者を確認し、状態にあった福祉用具が利用

できるようご支援します。 

詳しくはケアマネジャーにご相談ください。 

 


